
旭川市立北星中学校 部活動に係る活動方針 

１ 本活動方針の策定について 

本校は学校教育目標等を踏まえ，スポーツ庁が策定した「運動部活動の在り方に関する総合

的なガイドライン」及び文化庁が策定した「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライ

ン」に則り，北海道・北海道教育委員会が策定した「北海道の部活動の在り方に関する方

針」，旭川市教育委員会が策定した「旭川市立中学校に係る運動部活動の方針」に基づいて，

「旭川市立北星中学校の部活動に係る活動方針」を策定した。 

 

２ 部活動の意義・目的・実施上の留意点など 

生徒の自主的，自発的な参加により行われる部活動は，スポーツや文化，科学等に親しま

せ，学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵養等，学校教育が目指す資質・能力の育成に資する

ものである。 

学校教育の一環として行われる部活動は，異年齢との交流の中で，生徒同士や教師と生徒等

との好ましい人間関係の構築を図ったり，生徒自身が活動を通して自己肯定感を高めたりする

など，生徒が多様な学びや経験ができるようにするものである。 

部活動を実施する上では，生徒の学校生活等への影響を考慮した活動時間や休養日を設定

し，けがの防止や心身のリフレッシュを図るほか，部活動だけではなく，多様な経験・体験を

充実させるなど，バランスのとれた生活や心身の成長に配慮していく。 

また，指導する教師が心身ともに健康で，いきいきとやりがいをもって勤務し，学校教育の

質を高められる環境を構築するために，教師の部活動指導における負担が過度にならないよう

に配慮し，部活動が持続可能なものとなるよう，合理的でかつ効率的・効果的に行うものとし

ていく。 

 

３ 適切な運営のための体制整備 

 

(１)設置する部活動 

   本校は，今年度，次の部活動を設置する。 

【運動部】 

  サッカー部   ソフトテニス部   男子卓球部 

  女子バレーボール部   男子バスケットボール部   女子バスケットボール部 

【文化部】 

  美術部   パソコン部   吹奏楽部 



（２）指導・運営に係る体制の構築 

生徒や教師の数，旭川市における部活動指導員の配置状況を踏まえ，指導や活動内容の充

実（部活動顧問の専門性等），生徒の安全の確保，教師の長時間勤務の解消等の観点から，

円滑に持続可能な部活動を実施できるよう，適正な数の部を設置する。 

   また，生徒指導の視点に立った部活動運営に努めるとともに，学校全体に開かれたものと

するよう，部活動の活動状況や生徒の状況等を交流する場（部活動顧問会議等）を適宜設け

ることとする。 

 

４ 活動の計画・休養日等の設定 

 

（１）活動計画の作成・提出 

   各部の顧問は，年間の活動計画（活動日・休養日及び参加予定大会日程等）並びに毎月の

活動計画及び活動実績を作成し，校長に提出する。 

 

（２）休養日の設定について 

   部活動休養日は年間１０４日以上とする。 

 

➀ 学期中の部活動休養日 

   ・平日については，１日の休養日を設定する。 

   ・土日については，１日以上を休養日とする。 

 

➁ 長期休業中の部活動休養日 

   ・学期中に準じた扱いを行う。 

   ・生徒が十分な休養を取ることができるとともに，部活動以外にも多様な活動を行うこ

とができるよう，ある程度長期の休養期間を設ける。 

 

➂ 定期試験等への対応 

   ・原則として，中間テスト及び期末テストの３日前から終了までの期間は，休養日とす

る。また，朝練も中止する。 

   ・学力テストについては，１日前から終了までの期間は，休養日とする。また，朝練も

中止する。 

  



（３）活動時間等について 

 ➀ １日の活動時間 

 ・平日は２時間程度とする。 

   ・学校の休業日は（学期中の土日，祝日を含む）は３時間程度とする。 

 

 ➁ 夏期の活動時間及び下校時刻 

   ・夏期…５月～１１月頃まで（自転車通学が可能な期間） 

・夏期のみ，職員会議等の場合にも，再登校して活動してもよい。（コロナウイルス蔓

延対策期間はこの限りではない） 

   ・夏期は通常１８時３０分を下校時刻とする。 

 

➂ 冬期の活動時間及び下校時刻 

   ・冬期…１１月～４月頃まで 

 ・冬期は通常１８時００分を下校時刻とする。 

   ・自転車による通学ができないため，再登校による活動はなしとする。 

 

５ 合理的かつ効率的・効果的な活動推進のための取組 

  部活動の実施に当たっては，生徒の体調変化，気象条件や気温，湿度などの環境の変化に

十分に注意するとともに，生徒の心身の健康管理（スポーツ障害・外傷の予防やバランスの

とれた学校生活への配慮等を含む），事故防止（活動場所における施設・設備の点検や活動

における安全対策等）及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。 

６ 指導上の配慮事項 

（１）生徒の心身の健康管理，事故防止（活動場所における施設・設備の点検や活動におけ

る安全対策等）及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。 

（２）生徒の記録や技能の向上，生涯を通じてスポーツや芸術文化等の活動に親しむ基礎を

培うことができるよう，生徒とコミュニケーションを十分に図る。 

（３）生徒がバーンアウトすることなく，記録や技能の向上等それぞれの目標を達成できる

よう工夫し，休養を適切に取りつつ，短時間でも効果が得られる指導を行う。 

（４）気象庁の高温注意情報が発せられた時間帯は，原則として活動を行わない。 



 

＊部活動に係る相談等の窓口 

 校内に「部活動に係る相談等の窓口」を次のように設置する。 

 【連絡先】 

〒０７０-０８６５ 旭川市住吉５条１丁目２番１号 

TEL ０１６６－５１－５４９１  FAX ０１６６－５１－５４９２ 

E-mail postmaster@hokusei.jhs.asahikawa-hkd.ed.jp 

担当：教頭 坂田 幸親 
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